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総合計画の目的

総合計画は、本市が進むべき方向を示し、市の最上

位の計画として策定するものです。

本市は、平成29(2017)年度から令和8(2026)年

度までを計画期間とする第2次玉名市総合計画に基づ

き総合的かつ計画的なまちづくりを展開しています。

今回、前期基本計画の計画期間が令和3(2021)年

度で終了を迎えるに当たり、この5年間に生じた環境の

変化を踏まえ、市民、事業者、行政が共有するまちづく

りの指針である基本構想を見直すとともに、令和8

(2026)年度までに取り組む主要な施策を取りまとめ

た後期計画を策定しました。

l l l 

主な環境の変化

●自然災害の激甚化・多発化

●新型コロナウイルス感染症対策を

契機とした「新たな日常」への適応

●外国人労働者の増加に伴う多文化

共生社会の実現

●自治体の更なる情報化（デジタル・ト

ランスフォーメーション）に表される

社会全体のデジタル化の推進

これらを踏まえた持続可能なまちづ

くりの視点が重要となっています。

目キ炉す蒋呆ィ象（都市ィ象）

本市の将来像（都市像）を次のように定めます。
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目標人口

第2次総合計画の計画期間における目標人口を、次のとおりとします。

◆玉名市の目標人口

令和8(2026)年の人口 62,000人

◆玉名市の総人口と地域ことの人口の推移

（人）
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73,319 

7,481 

5,903 

14,651 

45,284 

72,900 

14,507 

45,341 

73,051 

14,609 

45,648 

71,851 

14,180 

45,341 

69,541 

6,509 

5,278 

13,932 

43,822 

6,059 

5,021 

13,557 

42,145 

64,292 

5,580 

4,822 

13,163 

40,727 

゜平成2(1990)年 平成7(1995)年平成12(2000)年平成17(2005)年平成22(2010)年平成27(2015)年令和2(2020)年

ー 旧玉名市 旧岱明町 一 旧横島町 旧天水町

資料：各年国勢調査

＇ ， ＇ 
学校・家庭・地域で取り組む花壇づくり 瑞々しいミニトマトの収穫
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まちづ'(()(/¥や）の分野

将来像（都市像）の実現に向けて、

市民の暮らしに関わるまちづくりの

7つの分野において、

様々な取組を

行います。

基本目標

1 

基本目標

7 こ ~
 
径

人と文化を育む

地域づくり

健康で安心な

福祉づくり

◆ SDGsとの関係

しtttt(t(ti

便利で快適な

都市づくり

,‘̀ 

甜盆盟忠GC.)ALS
2 開~ 3~;~~ は 4 :~ 栞教育を 5~~t!; 平等を 6! こmトイレ

儡吋~Ui f V 
7翌げ芯焚なに a :::~: g :m~:: の 10mぢ'!'fl 11 ::~~ り,:,i 12菜:悶

藻：箪＆ ◄合』血 OO
13 m:;. を 14 ;:; かさを 15 ::; かH 16 r~~!f: II 目晨を達成しよう

〇;.~.¥; 念`

SDGsとは、世界のすべ

ての人が幸せになるた

めに、令和l2 (2030) 

年までにみんなで取り

組む17の国際目標のこ

とです。

総合計画で取り組む施

策は、SDGsの目指すべ

き姿と同じであるため、

本計画を着実に推進す

ることで、SDGsの目標

達成を目指します。
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I 5甚本杷策 ヽ基本施策は、まちづくりの7つの分野を体系化したものです。

—------—=al 
自然と暮らしを守る

小岱山及び金峰山系の山々や、市域のほぼ中央を流

れる菊池川、そして有明海などは、本市の魅力の1つで

す。これら豊かな自然を守り、次代に引き継ぐために、自

然環境の保全や地球温暖化に対する意識啓発、循環

型社会システムの構築を目指します。

また、激甚化、頻発化する自然災害に備えるため、自

助・共助・公助が一体となった防災・減災対策を推進し

ます。

さらに消防や防災、交通安全、防犯において意識啓発

や資機材の整備、活動支援などに取り組むとともに、契

約トラブル等の消費者被害の未然防止、問題解決に取り

組み、安心して暮らせる安全なまちづくりを推進します。

ふる~~づ＇くり

③

―
―
 

バ i

膚
[-{-

-
a
-

6

窓
1」

忍
―
―
ー

月
隠
：（

`>

(1)自然環境の保全

(2)環境保全への意識啓発

(3)循環型社会の形成

(4)安全・安心なまちづくりの

推進

—~ia可川

人と女化を育ぁ
生涯を通じてかがやく人材を育てることを目指し、

知・徳・体のバランスのとれた人間形成のための学校教

育の充実、社会教育を基盤とした「人づくり・つながり

づくり・地域づくり」の推進、世界共通の人類の文化で

あるスポーツの振興を図ります。

また、家庭・地域・学校がそれぞれの役割を果たしな

がら連携・協働することにより、次世代を担う子どもた

ちの健全な育成に努めます。

文化・芸術に関する基本方針に基づき、人と社会が

つながる市民文化の創造や、文化遺産の未来への継承

に努めます。

さらに国際交流の推進と交流機会を活用した国際感

覚豊かな人材の育成や、外国人住民の増加による多国籍

化の状況を踏まえ、多文化共生のまちづくりを推進します。

包括協定大学である九州看護福祉大学等との連携・

協力のもと、産学官連携による人材の育成・定着を推

進します。

迅域づ＇くり

一

自
然
と
暮
ら
し
を
守
る

ふ
る
さ
と
づ
く
り

(1)学校教育の充実

(2)生涯学習の充実

(3)スポーツ活動の充実

(4)文化・芸術の振興

(5)国際交流の推進

(6)高校・大学を生かしたまち

づくりの推進

庶
人
と
文
化
を
育
む

-

地
域
づ
く
り
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づ
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り

地域の賑わいと活力の再生に向けて、本市の恵

まれた自然環境により、古くから営まれてきた農林

水産業をはじめとして、商工業及び観光などの振興

を促進するとともに、独自の地域資源を活用した新

しい産業の育成、新たな企業の誘致を図ります。

また、従来の「しこと」起点のアプローチに加え、

「ひと」起点、「まち」起点という多様なアプローチを

柔軟に行い、まち・ひと・しことの好循環を確立した

地域活性化を目指し、人材育成と雇用創出への取

組を推進します。

(1)農林業の振興

(2)水産業の振興

(3)商工業の振興

(4)観光・物産プロモーションの

推進

高瀬の商店街 金栗四三マラニック

一

便
利
で
快
適
な

基本目標’ “
I 

便和て＂快適な

都
市
づ
く
り

人口減少及び高齢化が進行する社会情勢の中

で、将来にわたり持続可能な都市を実現するため

の施策に取り組みます。

広域幹線道路や地域間を結ぶ道路網の整備、公

共交通の充実を図り、市民にとって安全で利便性

の高い交通体系の実現に努めます。

また、安心で快適な住環境の整備や、移住・定住

促進のための環境整備を推進します。

さらに、情報技術の発達に対応して、便利で快

適、そして安全な情報基盤の整ったまちづくりを進

めます。

(1)道路交通体系の整備

(2)公共交通の維持・充実

(3)住環境の整備・充実

(4)景観まちづくりの推進

(5)水道・下水道等の整備

(6)情報・通信基盤の整備
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健康て＂守心な
生涯を通じて健康で安心して生活できるように、

保健や医療など福祉の充実を図ります。

また、妊娠、出産から高齢期に至るまで住み慣れ

た地域でいつまでも暮らせるように関係機関と連

携し、必要なサービスの提供体制の確保に努めると

ともに地域で支え合う取組を推進します。

新型コロナウイルス感染症をはじめ、市民生活に

重大な影響を及ぼすおそれのある感染症などの感

染を予防し、そのまん延の防止を図ります。

(1)健康づくりの推進

(2)子育て支援の充実

(3)地域福祉の充実

(4)医療保険制度の維持

公平て＂誇りのキ寺てる
自治基本条例を踏まえ、地域や市民活動におけ

る市民同士の信頼を深め、地域づくりへの参画、地

域課題の解決に取り組むなど、市民主体のまちづく

りを目指します。

一人ひとりの人権が尊重され、すべての市民が互

いの価値観・多様性を認め合い、その能力が発揮で

きる社会の実現を目指します。

』＿

健
康
で
安
心
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福
祉
づ
く
り

(1)協働のまちづくりの推進

(2)人権啓発の推進

(3)男女共同参画社会の推進

一

公
平
で
誇
り
の
持
て
る

社
会
づ
く
り

基本目標-~

市民と行政の協働による分権型社会の形成を目

指すとともに、市の将来を見据えた持続可能な市政

運営に向けて、自主性、自立性の高い自治体運営、

適切な行政サービスの提供に取り組みます。

情報システムの標準化、行政手続きのオンライン

化など計画的に取り組み、自治体はもとより社会全

体のデジタル化を推進します。

(1)情報公開の推進

(2)情報資産の適正管理

(3)行財政運営の効率化

(4)広域連携の推進

-'fJ政
運
営
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哀賃な嘉以と

笑顧ぁふれる]ぢづくり

1ヽ 少方長淑夕、社治

，
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